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 ■３・４カ月児健診（BCG予防接種を含む）
▶対　象＝平成22年９月生まれ
▶持参品＝問診票・母子健康手帳・バスタオル（BCG
を接種するときは予診票も持参）

 ■７・８カ月児健診
▶対　象＝平成22年５月生まれ
▶持参品＝問診票・母子健康手帳・バスタオル

 ■１歳６カ月児健診
▶対　象＝平成21年６月生まれ
▶持参品＝問診票・母子健康手帳・バスタオル・尿

【問い合わせ先】
天草中央保健福祉センター（亀場町）☎㉔0620・㉔3737
天草東保健福祉センター　（栖本町）☎663355
天草西保健福祉センター　（河浦町）☎753301

日

11
㊋

19
㊌

20
㊍

25
㊋

対  象  地  区
本渡（志柿・瀬戸・下浦
町を除く）、新和、五和、
天草（向辺田を除く）
本渡（志柿・瀬戸・
下浦町）、有明、御
所浦、倉岳、栖本
牛深、天草（向辺
田）、河浦
本渡（志柿・瀬戸・下浦
町を除く）、新和、五和、
天草（向辺田を除く）

受付時間

12：45～13：15

12：45～13：00

13：00～13：15

12：45～13：15

場　　所

天草中央保健
福祉センター

天草東保健福
祉センター

牛深支所

天草中央保健
福祉センター

日

13
㊍

19
㊌

20
㊍

対  象  地  区
本渡（志柿・瀬戸・下浦
町を除く）、新和、五和、
天草（向辺田を除く）
本渡（志柿・瀬戸・
下浦町）、有明、御
所浦、倉岳、栖本

牛深、天草（向辺
田）、河浦

受付時間

12：45～13：15

13：00～13：15

13：15～13：30

場　　所

天草中央保健
福祉センター

天草東保健福
祉センター

牛深支所

 ■３歳児健診
▶対　象＝平成19年12月生まれ
▶持参品＝問診票・母子健康手帳・バスタオル

日

18
㊋

26
㊌

対  象  地  区
本渡（志柿・瀬戸・下
浦町を除く）、新和、
五和、天草（高浜・
大江を除く）
本渡（志柿・瀬戸・
下浦町）、有明、御
所浦、倉岳、栖本

受付時間

12：45～13：15

12：45～13：00

場　　所

天草中央保健
福祉センター

天草東保健福
祉センター

※牛深・天草（高浜・大江）・河浦地区の平成21年
６月～７月生まれは２月に実施予定です。

※牛深・天草（高浜・大江）・河浦地区は平成19年
11月～12月生まれが対象です。

日
６
㊍

12
㊌

27
㊍

対  象  地  区
牛深、天草（高浜・
大江）、河浦
本渡（志柿・瀬戸・
下浦町）、有明、御
所浦、倉岳、栖本
本渡（志柿・瀬戸・下
浦町を除く）、新和、
五和、天草（高浜・
大江を除く）

受付時間

13：00～13：30

12：45～13：00

12：45～13：15

場　　所
天草西保健福
祉センター

天草東保健福
祉センター

天草中央保健
福祉センター
　

 ■５歳児健診
▶対　象＝健診日の２週間前に個別にお知らせします。
▶持参品＝問診票（未就園児・市外就園児のみ）・母
子健康手帳

 ■健康相談
▶対　象＝希望者
▶受付時間＝10:00～11:00
▶持参品＝健康手帳・母子健康手帳・バスタオル

場　　　　所

天草西保健福祉センター

御所浦支所

有明保健センター

天草中央保健福祉センター

天草東保健福祉センター、牛深支所、天草支所

天草中央保健福祉センター、牛深支所

日

４㊋

５㊌

11㊋

14㊎

17㊊

24㊊

※参加を希望する人は１月17日㊊までに、電話で天
草中央保健福祉センターへお申し込みください。

　　
19
㊌

場　所
天草中央保健
福祉センター

内　　容
•育児講座「ベビーマッサージ
　と楽しいおしゃべり」

 ■育児学級
▶対　象＝０歳～１歳未満の子どもと保護者
▶定　員＝20組　▶時　間＝10：00～11：50
▶持参品＝母子健康手帳・バスタオル（２枚）・フ
ェイスタオル
日

※参加を希望する人は１月24日㊊までに、電話で天
草中央保健福祉センターへお申し込みください。

26
㊌

場　所

天草中央保健
福祉センター

内　　容
〔ようこそ赤ちゃん〕
①妊娠中の過ごし方
②お母さんの歯の健康

 ■母親学級
▶対　象＝妊婦
▶時　間＝13：30～15：30　　　
▶持参品＝母子健康手帳・筆記用具

日

※参加を希望する人は１月21日㊎までに、電話で天
草東保健福祉センターへお申し込みください。

　　
25
㊋

場　所

天草東保健福
祉センター

内　　容

•離乳食のすすめかたについて
※調理実習（試食）を含む

日

 ■おやこ食育教室
▶対　象＝４カ月～９カ月の子どもと保護者
▶時　間＝9：45～13：00
▶持参品＝母子健康手帳・エプロン・子ども用のス
プーン・飲み物

日

６
㊍

13
㊍

20
㊍

28
㊎

対  象  地  区
本渡（志柿・瀬戸・
下浦町を除く）、新
和、五和、天草（高
浜・大江を除く）
牛深、天草（高浜・
大江）、河浦
本渡（志柿・瀬戸・
下浦町を除く）、新
和、五和、天草（高
浜・大江を除く）
本渡（志柿・瀬戸・
下浦町を除く）、新
和、五和、天草（高
浜・大江を除く）

受付時間
　　　　　　

12：45～13：15

12：45～13：15

12：45～13：15

12：45～13：15

場　　所

天草中央保健
福祉センター

天草西保健福
祉センター

天草中央保健
福祉センター

天草中央保健
福祉センター

１

監
護
し
て
い
る
父
ま
た
は
母
。

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

（
事
実
婚
含
む
）

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
ま
た
は
母
に
政
令
で
定
め
る

程
度
の
障
が
い
の
状
態
に
あ
る

児
童

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か

で
な
い
児
童

⑤
そ
の
他
（
父
ま
た
は
母
が
１
年

以
上
遺
棄
し
て
い
る
児
童
、
父

ま
た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ

れ
て
い
る
児
童
、
母
が
婚
姻
に

よ
ら
な
い
で
（
未
婚
）
出
生
し

た
児
童
な
ど
）

　

た
だ
し
、
受
給
者
ま
た
は
児
童

が
公
的
年
金
や
遺
族
補
償
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
ま
た
、

児
童
が
父
ま
た
は
母
に
支
給
さ
れ

る
公
的
年
金
の
加
算
対
象
に
な
っ

て
い
る
場
合
は
、
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
手
当
を
受
給
す
る
た
め

に
は
申
請
が
必
要
で
す
。「
申
請

の
翌
月
分
」
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す

の
で
、
対
象
と
思
わ
れ
る
人
は
、

本
庁
・
子
育
て
支
援
課
（
内
線
１

１
７
４
）
ま
た
は
牛
深
支
所
・
保

健
福
祉
課
福
祉
係
、
そ
の
他
の
支

所
・
市
民
生
活
課
保
健
福
祉
係
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市
政
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
を

　

市
民
の
皆
さ
ん
に
、
市
政
に
つ

い
て
の
ご
意
見
や
ご
要
望
な
ど
を

お
聞
き
し
、
今
後
の
施
策
立
案
な

ど
の
参
考
資
料
と
す
る
た
め
、
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
す
。
皆
さ

ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
調
査
対
象
＝
市
内
在
住
で
20
歳

以
上
の
２
、０
０
０
人
（
住
民

基
本
台
帳
か
ら
無
作
為
に
抽

出
）。

▼
調
査
方
法
＝
平
成
23
年
１
月
上

旬
に
調
査
票
を
発
送
す
る
予
定

で
す
の
で
回
答
を
記
入
し
、
指

定
の
期
日
ま
で
に
同
封
の
返
信

用
封
筒
で
返
信
し
て
く
だ
さ

い
。

※
詳
細
は
本
庁
・
企
画
課
企
画
調

整
係
（
内
線
１
３
１
５
）
へ
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
平
成
24
年
度
か
ら
同

26
年
度
ま
で
の
「
健
や
か
生
き
い

き
プ
ラ
ン
（
高
齢
者
保
健
福
祉
計

画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
）」
を

策
定
す
る
た
め
、
高
齢
者
の
生
活

実
態
や
健
康
状
態
に
つ
い
て
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
す
。

　

な
お
、
記
入
さ
れ
た
デ
ー
タ
は

計
画
策
定
の
基
礎
資
料
と
し
て
活

用
す
る
と
と
も
に
、
介
護
が
必
要

な
状
態
に
な
る
可
能
性
が
高
い
人

に
は
、
訪
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
く

場
合
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
調
査
対
象
＝
市
内
在
住
で
65
歳

以
上
の
５
、０
０
０
人
（
約
３

万
人
の
中
か
ら
無
作
為
に
抽

出
）。

▼
調
査
方
法
＝
12
月
末
ま
で
に
調

査
票
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
回

答
を
記
入
し
、
指
定
の
期
日
ま

で
に
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返

信
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
本
庁
・
高
齢
者
支
援
課

介
護
給
付
係（
内
線
１
１
９
２
）

へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

常
時
雇
用
し
て
い
る
従
業
員
数

が
20
人
以
下
の
商
工
業
小
規
模
事

業
者
で
、
設
備
投
資
の
た
め
５
０

０
万
円
以
上
の
資
金
の
借
り
入
れ

を
行
っ
た
事
業
者
に
対
し
て
利
子

補
給
補
助
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

▼
補
助
対
象
＝
①
事
業
用
店
舗
や

倉
庫
、
工
場
、
事
務
所
の
新
築

ま
た
は
増
改
築
②
製
造
を
目
的

と
し
た
機
械
の
導
入
（
自
動
車

や
間
接
的
な
機
械
設
備
を
除

く
）③
顧
客
の
た
め
の
無
料
駐

車
場
の
整
備
（
用
地
取
得
費
を

除
く
）④
公
共
事
業
の
施
行
に

伴
う
改
装
や
移
転
（
補
償
対
象

と
な
る
部
分
や
住
居
を
除
く
）。

▼
申
込
受
付
＝
平
成
23
年
１
月
４

日
㊋
か
ら
同
31
日
㊊
ま
で
、
各

商
工
会
議
所
ま
た
は
市
商
工
会

で
受
け
付
け
ま
す
。

※
詳
細
は
本
庁
・
商
工
観
光
課
商

工
振
興
係
（
天
草
宝
島
国
際
交

流
会
館
ポ
ル
ト
内
☎
㉔
１
１
５

５
）
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

児
童
扶
養
手
当
制
度
は
、
父
母

の
離
婚
な
ど
で
、
父
ま
た
は
母
と

生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童

が
育
成
さ
れ
る
ひ
と
り
親
家
庭
の

生
活
の
安
定
と
自
立
を
助
け
、
児

童
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に

設
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

次
の
①
〜
⑤
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最

初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
（
児
童

に
一
定
以
上
の
障
が
い
が
あ
る
場

合
は
20
歳
未
満
）
に
あ
る
児
童
を

商
工
業
設
備
投
資
資
金
利
子

　
　
補
給
補
助
金
に
つ
い
て

健
や
か
生
き
い
き
プ
ラ
ン
策
定
の
た
め

　
　
　
　
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
す

児
童
扶
養
手
当
制
度
を

　
　
　
　
ご
存
じ
で
す
か


